
平成２７年２月５日 

１年・２年生 保護者の皆様へ 

大阪市立今津中学校 

校長  滝川  隆士 

平成２７年度 就学援助制度についてのお知らせ 

 

大阪市教育委員会より『 平成２７年度 就学援助制度のお知らせ 』が届きましたので配布します。 

就学援助費の受給を希望される方は「 お知らせ 」や下記の文書をよく読んで申請してください。 

 

◇提出書類（②～④番は該当される方のみ） 

① 平成２７年度 就学援助申請書兼世帯状況票 (添付書類を含む) 

  ＊きょうだいが同一校に通学される場合は申請書を１枚にまとめて記入 

② 賃貸契約書（写）等（申請理由⑫番で住宅の形態が 借家等 の方のみ） 

③ ひとり親家庭の確認書類(申請理由①④⑤⑫番で申請者の方がひとり親の場合) 

④ 就学援助費口座振替申出書・保護者用（必要な方のみ） 

＊それぞれ『 記入もれ・押印もれ・添付書類の貼り忘れなど 』に注意 

 

 ◇就学援助制度・申請書の提出先、受付期間について＜申請区分＞ 
※提出先 

  今津中学校 事務室 まで保護者様が持参または郵送での提出をお願いします。 

 『 〒５３８－００４２ 大阪市鶴見区今津中１－３－５５ ／ ℡６９６８－９１９４ 』 

 

※申請区分ごとの受付期間 

 早期申請（書類審査）／ 申請期限・３月２日(月) ～ ３月１６日(月) まで  

  ＊対象は申請理由①～⑪、証明書類が必要です。 

 一般１申請（税情報利用）／ 申請期限・５月１５日(金) まで  

  ＊対象は申請理由①と⑫のみ、税情報利用のため証明書類は基本的に不要ですが 

   利用される場合３月１６日までに税申告の手続きが必要です。 

  ＊証明書類について 「 ひとり親家庭、住居の形態が＜借家等＞」 に該当され 

る方は申請理由によって、証明書類の提出が必要になるのでご注意ください。 

 一般２申請（書類審査）／ 申請期限・６月３０日(火) まで  

  ＊対象は申請理由①～⑫、証明書類が必要です。 

 随時申請（書類審査）／ 申請期限・６月３０日(火) 以降  

  ＊対象は申請理由①～⑫、証明書類が必要です。（認定日は申請日からとなります） 

 

 ◇申請の審査結果について早期申請は５月末日、一般１及び２申請については８月末日 

  に教育委員会から郵送で通知される予定です。 

＊就学援助費のお支払いに関しては、認否結果の通知後、中学校より別途連絡します。 


